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【発行日】令和3年7月29日(2021.7.29)

【公開番号】特開2019-154796(P2019-154796A)
【公開日】令和1年9月19日(2019.9.19)
【年通号数】公開・登録公報2019-038
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【国際特許分類】
   Ａ６３Ｆ   5/04     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ａ６３Ｆ    5/04     ５１２Ｄ
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【手続補正書】
【提出日】令和3年6月16日(2021.6.16)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】請求項１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【請求項１】
　遊技区間として、通常区間と有利区間とを有し、
　通常区間では、ストップスイッチの有利な操作態様を報知せず、
　有利区間では、ストップスイッチの有利な操作態様を報知する場合を有し、
　有利区間における総差数に関する値を記憶可能な所定の記憶手段を有し、
　有利区間の所定の遊技において、所定の遊技における差数に関する値（「差数に関する
値」とは、１遊技における遊技媒体の付与数から遊技媒体のベット数を減算した値とする
。以下同じ。）と前記所定の記憶手段に記憶されている総差数に関する値とを加算した結
果が正の値のときは、所定の遊技における差数に関する値に基づいて前記所定の記憶手段
に記憶されている総差数に関する値を更新可能とし、
　有利区間の特定の遊技において、特定の遊技における差数に関する値と前記所定の記憶
手段に記憶されている総差数に関する値とを加算した結果が負の値のときは、前記所定の
記憶手段に規定値を記憶可能とし、
　有利区間における総差数に関する値に基づいて、有利区間を終了可能とし、
　有利区間の遊技において、リプレイに対応する図柄組合せが停止表示した場合は、遊技
媒体の付与数と遊技媒体のベット数を用いて前記所定の記憶手段に記憶されている総差数
に関する値は更新しないが、有利区間における総差数に関する値が、有利区間の終了条件
を満たしたか否かの判定は行い、
　遊技が開始可能であることを示す所定のランプを有し、
　リプレイに対応する図柄組合せが停止表示した遊技において、通常区間から有利区間へ
の移行条件を満たした場合には、有利区間であることを示す試験信号を出力するための処
理を実行してから所定期間が経過した後に、前記所定のランプを点灯可能とする
　ことを特徴とする遊技機。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００１】
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　本発明は、総差数に関する値に基づいて有利区間を終了可能とした遊技機に関するもの
である。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００２】
　従来の遊技機において、有利区間を最大１５００遊技又は払出し３０００枚で終了させ
る技術が知られている（たとえば、特許文献１参照）。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００４】
　前述の従来の技術において、有利区間を最大１５００遊技又は払出し３０００枚に設定
すると、有利区間やＡＴが画一的なものとなってしまう。
　本発明が解決しようとする課題は、有利区間を、最大１５００遊技又は払出し３０００
枚にとらわれないで終了可能とすることである。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００５】
　本発明は、以下の解決手段によって上述の課題を解決する。なお、かっこ書きで、対応
する実施形態の構成を示す。
　本発明は、
　遊技区間として、通常区間と有利区間とを有し、
　通常区間では、ストップスイッチの有利な操作態様（ストップスイッチ４２の正解押し
順）を報知せず、
　有利区間では、ストップスイッチの有利な操作態様を報知する場合を有し、
　有利区間における総差数に関する値を記憶可能な所定の記憶手段（差数カウンタ）を備
え、
　有利区間の所定の遊技において、所定の遊技における差数に関する値（「差数に関する
値」とは、１遊技における遊技媒体の付与数から遊技媒体のベット数を減算した値とする
。以下同じ。）と前記所定の記憶手段に記憶されている総差数に関する値とを加算した結
果が正の値のときは、所定の遊技における差数に関する値に基づいて前記所定の記憶手段
に記憶されている総差数に関する値を更新可能とし、
　有利区間の特定の遊技において、特定の遊技における差数に関する値と前記所定の記憶
手段に記憶されている総差数に関する値とを加算した結果が負の値のときは、前記所定の
記憶手段に規定値（０（Ｈ））を記憶可能とし、
　有利区間における総差数に関する値に基づいて（差数カウンタが「２４００」を超えた
ときは）、有利区間を終了可能とし、
　有利区間の遊技において、リプレイに対応する図柄組合せが停止表示した場合は、遊技
媒体の付与数と遊技媒体のベット数を用いて前記所定の記憶手段に記憶されている総差数
に関する値は更新しないが、有利区間における総差数に関する値が、有利区間の終了条件
を満たしたか否かの判定は行い（図３０６中、ステップＳ２９２９で「Ｙｅｓ」のときは
、ステップＳ２９３５の処理を実行し）、
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　遊技が開始可能であることを示す所定のランプ（遊技開始表示ＬＥＤ７９ｄ）を有し、
　リプレイに対応する図柄組合せが停止表示した遊技において、通常区間から有利区間へ
の移行条件を満たした場合には、有利区間であることを示す試験信号を出力するための処
理を実行してから所定期間が経過した後に、前記所定のランプを点灯可能とする（図２９
０（ａ））
　ことを特徴とする。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００６】
　本発明によれば、総差数に関する値に基づいて有利区間を終了可能であるので、「遊技
区間の遊技回数が所定の上限遊技回数（たとえば１５００遊技）に到達したとき又は有利
区間中の払出し数が所定数（たとえば３０００枚）に到達したとき」という終了条件にと
らわれないで有利区間を終了することが可能となる。
　また、有利区間における総差数に関する値を、規定値を基準として更新することが可能
となる。
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